
「
戦
争
の
で
き
る
国
」
づ
く

り
法
案
は
次
の
４
本
で
す
。

①
安
全
保
障
と
外
交
の
司
令

塔
を
新
設
す
る
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
（
安
全
保
障
会
議
）
創
設

関
連
法
案
、
②
軍
事
機
密
等
を
漏
ら
し
た
国
家
公
務
員
の

罰
則
を
強
化
す
る
特
定
秘
密
保
護
法
案
、
③
自
衛
隊
に
よ

る
在
外
邦
人
の
陸
上
輸
送
を
可
能
と
す
る
自
衛
隊
法
改
悪
、

④
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
対
策
に
伴
い
、
日
本
タ
ン
カ
ー
に

武
器
保
持
の
「
民
間
警
備
員
」
の
乗
船
を
認
め
る
船
舶
警

備
特
別
法
案
。

こ
れ
ら
は
、
不
戦
非
武
装

を
う
た
っ
た
憲
法
９
条
を
空

文
化
す
る
集
団
的
自
衛
権
行

使
容
認
の
い
わ
ば
露
払
い
法
案
で
す
。
こ
の
問
題
で
は
、

安
保
法
制
懇
（
座
長
・
柳
井
俊
二
元
駐
米
大
使
）
が
「
公

海
に
お
け
る
米
艦
の
防
護
」
な
ど
４
類
型
に
こ
だ
わ
ら
ず

「
法
理
の
全
面
解
禁
」
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自

衛
隊
の
活
動
範
囲
に
つ
い
て
、
安
倍
首
相
は
「
地
球
の
裏

側
」
へ
の
派
兵
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
ま
し
た
。
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
は
、
ま
さ
に
究
極

的
な
解
釈
改
憲
で
す
。

「
企
業
第
一
の
国
」
づ
く

り
法
案
は
、
産
業
競
争
力
強

化
法
案
に
典
型
的
で
す
。
こ

の
法
案
は
、
労
働
者
の
解
雇
自
由
、
残
業
代
ゼ
ロ
な
ど
、

企
業
に
自
由
を
保
障
す
る
「
国
家
戦
略
特
区
」
を
認
め
る

も
の
。
そ
れ
は
労
使
関
係
を
根
底
か
ら
変
え
、
戦
略
特
区

の
特
例
が
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
拡
が
り
憲
法
で
保
障
さ
れ

た
労
働
権
・
団
結
権
（
27
、
28
条
）
を
完
全
に
空
文
化
す

る
も
の
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
生
活
破
壊

の
法
案
が
目
立
ち
ま
す
。
医

療･

介
護
・
年
金
制
度
を
改
悪

す
る
時
期
を
明
示
す
る
社
会
保
障
制
度
改
革
法
案
と
、
不

正
受
給
の
罰
則
強
化
に
名
を
借
り
た
生
活
保
護
法
改
正
案

で
す
。
た
と
え
ば
、
介
護
制
度
に
つ
い
て
利
用
料
を
１
割

か
ら
所
得
に
応
じ
て
２
割
と
す
る
改
悪
案
が
検
討
さ
れ
、

来
年
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

許
せ
な
い
の
は
安
倍
政
権

の
成
長
戦
略
の
中
に
復
興
特

別
法
人
税
を
１
年
前
倒
し
で

来
年
３
月
に
廃
止
し
、
さ
ら
に
法
人
実
効
税
率
を
２
年
後

に
引
き
下
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
復
興
特
別
法

人
税
の
前
倒
し
廃
止
で
９
０
０
０
億
円
、
そ
の
上
に
投
資

減
税
を
実
施
し
、
１･

４
兆
円
の
企
業
支
援
と
な
り
ま
す
。

来
年
４
月
実
施
が
ほ
ぼ
確
実
と
な
っ
た
消
費
税
率
の
５
→

８
％
へ
の
引
き
上
げ
分
は
、
そ
っ
く
り
企
業
優
遇
策
に
消

え
ま
す
。

こ
ん
な
ウ
ソ
と
ペ
テ
ン
の
安
倍
政
治
を
許
せ
ま
す
か
？
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10
月
か
ら
臨
時
国
会
が
始
ま
り
ま
す
。
提
出
さ
れ
る
法
案
は
、

「
戦
争
の
で
き
る
国
・
企
業
第
一
の
国
」
づ
く
り
に
彩
ら
れ
た
も
の

ば
か
り
で
す
。
安
倍
首
相
は
訪
問
先
の
米
国
で
「積
極
的
平
和
主

義
の
国
」「世
界
経
済
の
牽
引
役
」に
な
る
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
東
電
福
島
第
一
原
発
の
汚
染
水
が
「
完
全
に
ブ

ロ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
ウ
ソ
に
、
新
た
な
ウ
ソ
を
重
ね
る
も
の

で
す
。
そ
ん
な
ウ
ソ
ま
み
れ
の
安
倍
政
治
は
ゴ
メ
ン
で
す
。

戦争のできる国、企業第一の国でいいの？
悪法がゾロゾロ

10月から臨時国会

「
戦
争
の
で
き
る
国
」

づ
く
り
法
案

集
団
的
自
衛
権

行
使
へ
解
釈
改
憲

「
企
業
第
一
の
国
」

づ
く
り
法
案

目
白
押
し
の

生
活
破
壊
法
案

企
業
に
減
税

庶
民
に
消
費
税



安
倍
内
閣
の
解
釈
改
憲
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
先
ず
、

10
月
15
日
開
会
の
臨
時
国
会
で
「
国
家
安
全
保

障
会
議
設
置
法
案
」と
「内
閣
法
改
正
案
」、
こ
れ

と
一
体
の
「
秘
密
保
護
法
案
」
を
提
案
し
ま
す
。

年
末
ま
で
に
「
新
防
衛
計
画
大
綱
」
も
決
め
ま
す
。

来
年
１
月
か
ら
の
通
常
国
会
で
「国
家
安
全
保

障
基
本
法
案
」
を
提
案
し
、
関
係
法
の
整
備
を

し
ま
す
。
そ
し
て
内
閣
法
制
局
の
９
条
解
釈
を
変

更
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
で
憲
法
９
条
を
変
え
な
く
て

も
日
本
は
米
国
と
一
体
の
〝
戦
争
が
で
き
る
国
〟

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

〝
戦
争
が
で
き
る
国
〟
に
す
る
た
め
に
は
、
日

米
同
盟
の
軍
事
情
報
隠
し
や
捏
造
、
国
民
統
制

が
不
可
欠
で
す
。
そ
の
た
め
の
法
案
が
「
秘
密
保

護
法
」で
す
。

同
様
な
法
案
は
１
９
８
５
年
６
月
に
「
国
家
秘

密
法
」
と
し
て
議
員
立
法
で
国
会
に
提
案
さ
れ
、

広
範
な
反
対
の
声
を
前
に
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
06
年
６
月
に
自
民
党
内
に
検
討
チ
ー
ム

が
発
足
。
11
年
８
月
に
は
、
民
主
党
政
権
下
で

「
秘
密
保
全
」
に
関
す
る
「
有
識
者
会
議
」
の
報
告

書
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
を
ベ
ー
ス
に
今

回
の
「秘
密
保
護
法
案
」が
で
き
ま
し
た
。

法
案
の
内
容
は
、
冒
頭
で
秘
密
保
護
の
指
定
範

囲
を
述
べ
て
い
ま
す
。
防
衛
、
外
交
、
外
国
か
ら
の

安
全
脅
威
の
防
止
、
テ
ロ
活
動
の
防
止
の
４
つ
を

あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
「
特
定
秘
密
」
を
指
定

し
、
そ
の
保
全
方
法
と
罰
則
の
強
化
を
定
め
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
今
で
も
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
は

す
で
に
「
国
家
公
務
員
法
」
「
自
衛
隊
法
」
を
は
じ

め
、
防
衛
関
係
関
連
法
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
今
回
、
あ
え
て
「秘
密
保
護
法
」を
提
案
す

る
の
は
、
安
倍
内
閣
の
〝
戦
争
の
道
〟
を
準
備
す

る
た
め
の
必
要
な
法
律
だ
か
ら
で
す
。

■
「
秘
密
保
護
法
」
は
第
１
に
、
国
家
が
憲
法
の

国
民
主
権
原
理
を
否
定
し
、
国
民
の
知
る
権
利

を
規
制
、
奪
う
法
律
で
す
。
「特
定
秘
密
」の
概
念

が
あ
い
ま
い
な
上
、
そ
の
判
断
が
妥
当
か
ど
う
か

国
民
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
国
民
に
と
っ
て
重
要
な

情
報
の
提
供
も
政
府
の
「さ
じ
加
減
」ひ
と
つ
で
す
。

■
第
２
に
、
政
府
に
と
っ
て
都
合
が
悪
い
情
報
や

事
件
を
「特
定
秘
密
」と
し
保
護
す
れ
ば
、
時
の
権

力
者
の
恣
意
的
な
政
治
が
ま
か
り
通
り
ま
す
。

■
第
３
に
、
「
特
定
秘
密
」か
ど
う
か
は
関
係
者

以
外
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
部
外
者
が
情
報
を
入

手
し
た
場
合
、
あ
る
日
突
然
「
特
定
秘
密
」
の
取

得
行
為
と
し
て
逮
捕
・
処
罰
さ
れ
こ
と
に
な
り
ま

す
。
外
国
人
は
「
ス
パ
イ
」
扱
い
さ
れ
処
罰
さ
れ
ま

す
。
し
か
も
、
処
罰
は
懲
役
５
年
と
10
年
の
重
い

量
刑
で
す
。

例
え
ば
原
発
関
係
情
報
が
「
特
定
秘
密
」
と
な

れ
ば
国
民
に
は
知
ら
さ
れ
ず
、
情
報
を
得
よ
う
と

し
た
者
は
処
罰
さ
れ
ま
す
。
ま
た
情
報
を
得
た
国

会
議
員
が
そ
れ
を
議
論
し
て
も
処
罰
さ
れ
ま
す
。

■
第
４
に
、
特
定
秘
密
を
扱
う
職
員
や
契
約

業
者
の
個
人
情
報
を
警
察
が
徹
底
的
に
調
べ
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
交
友
関
係
に
あ
る
知
人
・
友
人
な

ど
の
職
歴
や
思
想
な
ど
の
個
人
情
報
も
幅
広
く

調
査
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
と
一
体
的
な
「共
謀
罪
」と
「盗
聴
法
」

も
や
が
て
提
案
の
可
能
性
は
大
で
す
。

国
民
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
情

報
を
権
力
者
が
独
占
し
、
国
民
の

目
、
口
、
耳
を
塞
ぐ
法
律
で
あ
る

「秘
密
保
護
法
」の
成
立
を
阻
み
ま

し
ょ
う
。
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安
倍
内
閣
は
向
こ
う
３
年
間
、
国
政
選
挙
が
な
い
間
に
改
憲
を
目
論
ん
で
い
ま
す
。
当
面
は
憲

法
96
条
の
改
憲
発
議
要
件
の
緩
和
と
と
も
に
、
解
釈
改
憲
の
環
境
整
備
に
前
の
め
り
で
す
。
「秘

密
保
護
法
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。
こ
れ
ら
を
許
せ
ば
、
事
実
上
の
憲
法
９
条
の
空
洞
化
と
憲
法
３

原
則
の
否
定
に
つ
な
が
り
ま
す
。
憲
法
が
大
き
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

改憲の道ー「秘密保護法」の成立を阻止しよう！

解
釈
改
憲
に
王
手
！

悪
法
の
数
々
を
準
備

情
報
を
国
家
が
独
占
・
秘
匿

国
民
に
は
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず

あ
い
ま
い
な
「
特
定
」
基
準

違
反
者
は
10
年
の
懲
役
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